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医師法第16条の10の規定に基づく専門研修に関する
知事の意見（案）について
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医師法第16条の10の規定に基づく知事の意見について
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○医師法（昭和23年法律第201号）（抜粋）
第十六条の十 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようと
するとき（当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定め
る場合に限る。）は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の団体を定める厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
４ 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
５ 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修に関す
る計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければならない。

（平三〇法七九・追加・旧第十六条の八繰下・一部改正）

第十六条の十一 厚生労働大臣は、医師が医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特
に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に
対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。

２ 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請された
ときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。

（平三〇法七九・追加・旧第十六条の九繰下）

➢ 日本専門医機構（以下「機構」という）及び関係学会は、専門医制度整備指針等及び専門研修プロ
グラム整備基準等について、厚生労働大臣に対して意見を聴き、厚生労働大臣が意見を述べるに当
たって、都道府県知事の意見を聴く

➢ 都道府県知事は意見を述べるに当たって、地域医療対策協議会の意見を聴く



2023年度専攻医の採用数（佐賀県）
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募集定員 採用数 募集定員 採用数

42 13 27 4 1 0

3 0 0 4 1 0

35 13 27 4 0 0

4 0 0 4 0 0

11 2 3 3 0 2

9 2 3 3 0 2

2 0 0 5 3 0

5 4 0 5 3 0

5 4 0 14 6 3

11 10 8 12 6 3

8 8（※） 6 2 0 0

3 2 2 2 0 1

13 5 3 2 0 1

3 1 0 1 0 1

10 4 3 1 0 1

12 2 1 8 0 3

1 0 0 2 0 0

2 0 0 6 0 3

6 2 1 3 1 3

1 0 0 3 1 3

2 0 0 4 0 1

5 2 1 4 0 1

4 2 1 19 1 1

1 0 0 15 0 0

6 0 3 2 1 1

6 0 3 2 0 0

50 61

好生館

2023年度 （参考）

2022年度

採用数

内科

領域/基幹施設

好生館

佐賀大学

唐津赤十字病院

小児科

佐賀大学

佐賀大学

皮膚科

佐賀大学

精神科

NHO肥前精神医療センター

佐賀大学

外科

好生館

佐賀大学

整形外科

佐賀中部病院

好生館

佐賀大学

領域/基幹施設

（参考）

2022年度

採用数

2023年度

耳鼻咽喉科

佐賀大学

泌尿器科

佐賀大学

脳神経外科

佐賀大学

百武整形外科病院

城内病院

産婦人科

佐賀大学

好生館

眼科

佐賀大学

放射線科

佐賀大学

麻酔科

佐賀大学

好生館

病理

佐賀大学

臨床検査

佐賀大学

救急科

好生館

唐津市民病院きたはた

佐賀医療生協神野診療所

計

形成外科

佐賀大学

リハビリテーション科

佐賀大学

総合診療

佐賀大学

※１名は特別地域連携プログラム、１名はダブルボードのためシーリング対象外



2024年度専攻医募集におけるシーリング数の考え方について（日本専門医機構案）
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○シーリングの効果検証の実施については、医師専門研修部会よりその必要性の指摘を受けており、日本専門医機構と
しても今年度中に検証を開始する方向で準備を進めている。そのため、シーリング数についても、拙速に更新するのでは
なく、同検証の結果を踏まえて検討すべきであると考えている。

○2023年度シーリング案において提案した子育て支援加算（案）については、子育て世代の支援は重要であるが、現状の
子育て支援加算（案）は地域偏在を助長する懸念があることや、加算の要件が十分に検討されていないことから、第８次医
療計画における子育て支援の検討結果も踏まえながら、子育て支援の環境整備の評価方法を始めとした制度の見直しに
ついて、慎重かつ十分に検討を行うことと厚生労働大臣から意見を受けた。

○そのため、日本専門医機構としては、2023年度は同加算を導入せず、子育て支援加算の必要性や加算要件等について
議論を行っていくこととした。その後、第８次医療計画等に関する意見のとりまとめ（第８次医療計画等に関する検討会）※
を踏まえ、2024年度から開始される全国の第８次医療計画においてこれらの取組がどのように実施されるのかを注視しつ
つ議論・検討を進める。

○具体的には、実現可能な子育て支援加算の在り方について、日本専門医機構と医師専門研修部会とで議論を交わしな
がら、子育て支援の案について検討を進めてはどうか。

○これらのことから、2024年度のシーリング数は2023年度と同じ数値とした。

※「子育て世代の医師に対する取組は男女問わず重要であると考えられることから、妊娠中の支援や子育て支援（時短勤
務等の柔軟な勤務体制の整備、院内保育・病児保育施設・学童施設やベビーシッターの活用等）については、個々の医療
機関の取組としてだけではなく、地域の医療関係者、都道府県、市区町村等が連携し、（中略）全診療科を対象として、地
域の実情に応じて取組むこととする。」

シーリング数について（案）



2023年度専攻医募集におけるシーリング（案）について（日本専門医機構案）
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脳神経外科 1.07 0.98 66 68 69 2 1 1 2 1

放射線科 1.14 1.23 59 48 47 0 1 1 1 2

麻酔科 1.05 1.07 74 69 67 1 4 1 6 5
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佐賀県の2024年度専攻医募集におけるシーリングについて（精神科以外）
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✓シーリング対象
2018医師数＞2018&2024必要医師数

✓例外
過去３年採用数平均が５以下
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佐賀県の2024年度専攻医募集におけるシーリングについて（精神科）
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✓ 特別地域連携プログラム



知事の意見（案）１
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１．子育て支援加算に関する意見
医師偏在是正と子育て支援は本来、別の目的であり、それぞれに対策を講ずる

べきものと考える。

加えて、子育て支援加算の条件（案）は、昨年度示された案より多少厳しく
なったものの、シーリングの対象になるような医師数が充足している都市部の医
療機関の多くが該当するため、地域偏在を助長する懸念がある。むしろ、そうし
た都市部の医療機関は、地方から人材を吸い上げている実態を踏まえると、医師
が育児と労働を両立して働き続けられるようにする社会的な責任がより大きいと
考えられることから、条件を満たした場合に加算するのではなく、子育て支援の
条件を満たさなければプログラムを認めない等の措置を設ける必要があるのでは
ないか。

また、院内保育等の支援は、その必要性は一定理解するものの、育児負担が女
性に偏っている現状の医師の働き方を追認するものであり子育て支援としては不
十分である。例えば、院内保育は夫婦ともに同じ病院で勤務する場合を除けば夫
婦の片方しか利用できないことから、その多くは主育児担当者（多くの場合は女
性）になってしまうと思われる。また、24時間保育体制は、単独で子育て中の医
師で強い利用希望があれば、それを整備することには一定の価値があると思われ
るが、一方で、医師やその子の意思に反して長時間保育所を利用せざるを得ない
ことにならないよう、保育所の連続利用時間の制限を課すなどの細かい条件設定
は必須ではないか。少なくとも、24時間保育の利用を強要するようなことは決し
てあってはならない。医師同士のパートナーシップの場合は、ともに当直、また
は、主育児担当者が夜間当直する際の利用を想定していると思われるが、非主育
児担当者の夜間育児の義務を放棄させてしまう可能性もある。配偶者が同業者で
ある場合は、本来は同等の勤務体系とすることで、仕事、家事の分担がすすむは
ずであり、将来的に医療界が目指すところであると思われる。以上により、24時
間保育制度には、一定のニーズがあるとは思われるが、育児世代の医師、医師の
子の支援の本来的なあり方に即しているとは言い難い。

男女問わず「医師の労働時間を社会の労働時間に合わせる」ことが専門研修で
実現できるプログラムを作成するよう、専門医制度整備指針及びプログラム整備
基準で示すべきではないか。

（※）子育て支援加算のための要件（案）

以下の（A）かつ〔（B）または（C）〕の場合

（A）①院内保育がある、②院内保育や認可保
育が対応不可能な場合において、無認可保育や
ベビーシッター雇用の経済的支援を行っている、
③院内で病児保育体制がある、④24時間保育体
制を行っている曜日がある、⑤院内で学童（小
学３年まで）の時間外保育も行っている、⑥お
迎えサービス（幼稚園・保育園・学童保育から
時間外保育もしくは保育者がいる自宅への安全
なエスコート）等の利用を推進している
（①＋②を必要条件とし、③④⑤⑥の中で少な
くとも１つを実施している）

（B）上記サービスが男女を問わず利用しやす
い状況にあることに加えて、院内で利用できな
い場合は地域の同様の体制と連携し利用を支援
している、子育て支援に対する意識改革の試み
を行っている、特別地域連携の病院においても
同様の体制が整っているなど、育児と仕事が両
立可能な職場環境が整っていると認定される

（C）「くるみん認定」、「プラチナくるみん
認定」を取得している

【参考】日本専門医機構資料



知事の意見（案）２
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２．診療科別の定員配置に関する意見

都道府県別、診療科別シーリングの必要医師数の算定過程や基礎データを提供する
こと。
特に、当県の麻酔科は過去３年間の採用数が少なかったためシーリング対象外とさ

れているが、当県では、常勤麻酔科医が恒常的に不足し、近隣他県大学からスポット
的に派遣してもらってかろうじて救急医療や産科医療の崩壊を防いでいる医療機関も
あるなど危機的な状況にあり、当県の実情と2024年度の必要医師数を達成するための
年間養成数は大きく乖離している。
麻酔科専門医のニーズは手術麻酔に限らず、ペインクリニック、緩和ケア及び集中

治療等の領域に広がっており、麻酔の安全を確保し、質の高い医療を維持するには、
常勤麻酔科医の不足を解消する必要がある。麻酔科医の必要医師数の算定においては
これらの実情を勘案すべきである。
また、当県による麻酔科専攻医の確保に向けた努力の結果、採用数が増加し、シー

リングの対象となれば、上記の状況を改善することが極めて難しくなる。このことか
らも各都道府県において必要医師数を検証し、その算定に係る具体的な意見を表明す
ることができるよう、十分な情報を開示すること。



知事の意見（案）３
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３．各診療領域のプログラムに共通する意見（その他）

医師少数区域に専攻医が配置されるよう、当該医療圏に研修プログラムの連携施設
が設置されることが望ましい。
このため、内科及び外科等の主要な診療科については、医師少数区域の医療機関を

優先的に連携施設に加える等医師少数区域への専攻医及び指導医の配置に向けた基本
的な方針を専門医制度整備指針及びプログラム整備基準に盛り込むこと。



参 考
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【参考】令和５年度シーリング計算方法のまとめ①
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【参考】令和５年度シーリング計算方法のまとめ②
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【参考】医師法第16条の10に基づく国への意見提出について
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・専門医制度新整備指針運用細則
・2024年度専攻医シーリング案
・2024年度プログラム募集シーリング数（案）

都道府県別・診療科別のシーリングを踏まえ、地域の医療提供体制に与える影響への配慮の観点
から改善を求める意見を、地域医療対策協議会の意見を聞いたうえで、厚生労働省に提出すること。

＜確認事項＞

① 令和６（2024）年度シーリング案に関する意見

② 令和７（2025）年度以降に向けて検討中の子育て支援加算に関する意見

③ 個別のプログラムに関する意見

④ 複数の基幹施設設置に関する意見（小児科、精神科、外科、産婦人科、麻酔科及び救急科のみ）

⑤ 診療科別の定員配置に関する意見

⑥ 各診療領域のプログラムに共通する意見（その他）

日本専門医機構から国及び都道府県への情報提供

国から都道府県への意見等の照会内容


